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別紙１ 

障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて 

 

現行 見直し後 

≪訪問系サービス≫ 

第１ 居宅介護  

居宅介護サービス費 

イ 居宅における身体介護が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               245単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          388単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       564単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       644単位 

(５) 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       724単位 

(６) 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合       804単位 

(７) 所要時間３時間以上の場合    884単位に所要時間３時間から

計算して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数    

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               245単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          388単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       564単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       644単位 

(５) 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       724単位 

(６) 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合       804単位 

≪訪問系サービス≫ 

第１ 居宅介護  

居宅介護サービス費 

イ 居宅における身体介護が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               248単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          392単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       570単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       651単位 

(５) 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       732単位 

(６) 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合       813単位 

(７) 所要時間３時間以上の場合    894単位に所要時間３時間から

計算して所要時間 30分を増すごとに 81単位を加算した単位数   

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               248単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          392単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       570単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       651単位 

(５) 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       732単位 

(６) 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合       813単位 
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(７) 所要時間３時間以上の場合    884単位に所要時間３時間から

計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算した単位数 

ハ 家事援助が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合                101単位 

(２) 所要時間 30分以上 45分未満の場合            146単位 

(３) 所要時間 45分以上１時間未満の場合            189単位 

(４) 所要時間１時間以上１時間 15分未満           229単位 

(５) 所要時間１時間 15分以上１時間 30分未満の場合     264単位 

(６) 所要時間１時間 30分以上の場合     298単位に所要時間１時

間 30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 34単位を加算し

た単位数 

ニ 通院等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               101単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          189単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       264単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上の場合    331単位に所要時間１時間

30 分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 67 単位を加算した

単位数 

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 

97単位 

 

 

 

第２ 重度訪問介護 

(７) 所要時間３時間以上の場合    894単位に所要時間３時間から

計算して所要時間 30分を増すごとに 81単位を加算した単位数 

ハ 家事援助が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合                102単位 

(２) 所要時間 30分以上 45分未満の場合            148単位 

(３) 所要時間 45分以上１時間未満の場合            191単位 

(４) 所要時間１時間以上１時間 15分未満           231単位 

(５) 所要時間１時間 15分以上１時間 30分未満の場合     267単位 

(６) 所要時間１時間 30分以上の場合     301単位に所要時間１時

間 30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 34単位を加算し

た単位数 

ニ 通院等介助（身体介護を伴わない場合）が中心である場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               102単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          191単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       267単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上の場合    335単位に所要時間１時間

30 分から計算して所要時間 30 分を増すごとに 68 単位を加算した

単位数 

ホ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 

98単位 

 

※ 共生型サービスは上記と同様。 

 

第２ 重度訪問介護 
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 重度訪問介護サービス費 

 

(１) 所要時間 1時間未満の場合               183単位 

(２) 所要時間 1時間以上 1時間 30分未満の場合       273単位 

(３) 所要時間 1時間 30分以上 2時間未満の場合       364単位 

(４) 所要時間 2時間以上 2時間 30分未満          455単位 

(５) 所要時間 2時間 30分以上 3時間未満の場合        546単位 

(６) 所要時間 3時間以上 3時間 30分未満の場合      636単位 

(７) 所要時間 3時間 30分以上 4時間未満の場合       728単位 

(８) 所要時間 4時間以上 8時間未満の場合     813単位に所要時間

4時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算した

単位数 

(９) 所要時間 8時間以上 12時間未満の場合    1,493単位に所要時

間 8時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算

した単位数 

(10) 所要時間 12時間以上16時間未満の場合    2,168単位に所要時

間 12時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 

(11) 所要時間 16時間以上20時間未満の場合    2,814単位に所要時

間 16時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 86単位を加算

した単位数 

(12) 所要時間 20時間以上24時間未満の場合    3,496単位に所要時

間 20時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 

重度訪問介護サービス費 

イ 病院等に入院又は入所中以外の障害者に対して提供した場合 

(１) 所要時間 1時間未満の場合                184単位 

(２) 所要時間 1時間以上 1時間 30分未満の場合       274単位 

(３) 所要時間 1時間 30分以上 2時間未満の場合       365単位 

(４) 所要時間 2時間以上 2時間 30分未満          456単位 

(５) 所要時間 2時間 30分以上 3時間未満の場合        548単位 

(６) 所要時間 3時間以上 3時間 30分未満の場合      638単位 

(７) 所要時間 3時間 30分以上 4時間未満の場合       730単位 

(８) 所要時間 4時間以上 8時間未満の場合     815単位に所要時間

4時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算した

単位数 

(９) 所要時間 8時間以上 12時間未満の場合    1,495単位に所要時

間 8時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算

した単位数 

(10) 所要時間 12時間以上16時間未満の場合    2,170単位に所要時

間 12時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 

(11) 所要時間 16時間以上20時間未満の場合    2,816単位に所要時

間 16時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 86単位を加算

した単位数 

(12) 所要時間 20時間以上24時間未満の場合    3,498単位に所要時

間 20時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 
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ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に対して提供した場合 

(１) 所要時間 1時間未満の場合               184単位 

(２) 所要時間 1時間以上 1時間 30分未満の場合       274単位 

(３) 所要時間 1時間 30分以上 2時間未満の場合       365単位 

(４) 所要時間 2時間以上 2時間 30分未満          456単位 

(５) 所要時間 2時間 30分以上 3時間未満の場合        548単位 

(６) 所要時間 3時間以上 3時間 30分未満の場合      638単位 

(７) 所要時間 3時間 30分以上 4時間未満の場合       730単位 

(８) 所要時間 4時間以上 8時間未満の場合     815単位に所要時間

4時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算した

単位数 

(９) 所要時間 8時間以上 12時間未満の場合    1,495単位に所要時

間 8時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 85単位を加算

した単位数 

(10) 所要時間 12時間以上16時間未満の場合    2,170単位に所要時

間 12時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 

(11) 所要時間 16時間以上20時間未満の場合    2,816単位に所要時

間 16時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 86単位を加算

した単位数 

(12) 所要時間 20時間以上24時間未満の場合    3,498単位に所要時

間 20時間から計算して所要時間 30分を増すごとに 80単位を加算

した単位数 

※ 共生型サービスは上記と同様。 
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第３ 同行援護  

同行援護サービス費 

イ 身体介護を伴う場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               256単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          405単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       589単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       672単位 

(５) 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       755単位 

(６) 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合       839単位 

(７) 所要時間３時間以上の場合    922単位に所要時間３時間から

計算して所要時間 30分を増すごとに 83単位を加算した単位数 

 

ロ 身体介護を伴わない場合 

(１) 所要時間 30分未満の場合               105単位 

(２) 所要時間 30分以上１時間未満の場合          199単位 

(３) 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       278単位 

(４) 所要時間１時間 30分以上の場合    348単位に所要時間１時間

30分から計算して所要時間 30分を増すごとに 70単位を加算した

単位数 

 

第４ 行動援護 

行動援護サービス費 

イ 所要時間30分未満の場合                253単位 

 

第３ 同行援護  

同行援護サービス費 

 

イ 所要時間 30分未満の場合              184単位 

ロ 所要時間 30分以上１時間未満の場合         291単位 

ハ 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       420単位 

ニ 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合      484単位 

ホ 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合      547単位 

ヘ 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合      610単位 

ト 所要時間３時間以上の場合    673単位に所要時間３時間から

計算して所要時間 30分を増すごとに 63単位を加算した単位数 

 

※ 平成 30年３月 31日時点において、現に同行援護の支給決定を

受けている者に対して、同行援護を行った場合にあっては、当該

者の支給決定の有効期間に限り、なお従前の所定単位数を算定す

ることができることとする。 

 

 

 

 

第４ 行動援護 

行動援護サービス費 

イ 所要時間 30分未満の場合              254単位 



 

75 

 

ロ 所要時間30分以上１時間未満の場合          401単位 

ハ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合        584単位 

ニ 所要時間１時間30分以上２時間未満の場合        731単位 

ホ 所要時間２時間以上２時間30分未満の場合        879単位 

ヘ 所要時間２時間30分以上３時間未満の場合     1,027単位 

ト 所要時間３時間以上３時間30分未満の場合      1,175単位 

チ 所要時間３時間30分以上４時間未満の場合      1,323単位 

リ 所要時間４時間以上４時間30分未満の場合       1,472単位 

ヌ 所要時間４時間30分以上５時間未満の場合      1,619単位 

ル 所要時間５時間以上５時間30分未満の場合      1,767単位 

ヲ 所要時間５時間30分以上６時間未満の場合      1,915単位 

ワ 所要時間６時間以上６時間30分未満の場合      2,063単位 

カ 所要時間６時間30分以上７時間未満の場合       2,211単位 

ヨ 所要時間７時間以上７時間30分未満の場合       2,360単位 

タ 所要時間７時間30分以上の場合            2,506単位 

 

第５ 重度障害者等包括支援 

重度障害者等包括支援サービス費 

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援の場合（1日につき 12時間

を超えない範囲）                  802単位 

ロ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援の場合（1日につき 12時間

を超える範囲）                    781単位 

ロ 所要時間 30分以上１時間未満の場合         402単位 

ハ 所要時間１時間以上１時間 30分未満の場合       586単位 

ニ 所要時間１時間 30分以上２時間未満の場合       733単位 

ホ 所要時間２時間以上２時間 30分未満の場合       882単位 

ヘ 所要時間２時間 30分以上３時間未満の場合    1,030単位 

ト 所要時間３時間以上３時間 30分未満の場合     1,179単位 

チ 所要時間３時間 30分以上４時間未満の場合     1,327単位 

リ 所要時間４時間以上４時間 30分未満の場合      1,477単位 

ヌ 所要時間４時間 30分以上５時間未満の場合     1,624単位 

ル 所要時間５時間以上５時間 30分未満の場合     1,773単位 

ヲ 所要時間５時間 30分以上６時間未満の場合     1,921単位 

ワ 所要時間６時間以上６時間 30分未満の場合     2,070単位 

カ 所要時間６時間 30分以上７時間未満の場合      2,218単位 

ヨ 所要時間７時間以上７時間 30分未満の場合      2,368単位 

タ 所要時間７時間 30分以上の場合           2,514単位 

 

第５ 重度障害者等包括支援 

重度障害者等包括支援サービス費 

イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自

立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活

援助の場合 

(１) 所要時間 1時間未満の場合               201単位 

(２) 所要時間 1時間以上の場合    301単位に所要時間 1時間 30分

から計算して所要時間 30分を増すごとに 100単位を加算した単
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ハ 短期入所の場合                  892単位 

ニ 共同生活援助の場合                961単位 

 

≪日中活動系サービス≫ 

第１ 療養介護 

療養介護サービス費（１日につき） 

イ 療養介護サービス費  

(１) 療養介護サービス費(Ⅰ) 

（一） 利用定員が 40人以下                 906単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  887単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  848単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           815単位 

(２) 療養介護サービス費(Ⅱ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           660単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  630単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  590単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           562単位 

(３) 療養介護サービス費(Ⅲ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           522単位 

位数 

(３) 所要時間 12時間以上の場合    2,499単位に所要時間 12時間 3

0分から計算して所要時間 30分を増すごとに 98単位を加算した

単位数 

 

ロ 短期入所の場合                  946単位 

ハ 共同生活援助の場合                 997単位 

 

≪日中活動系サービス≫ 

第１ 療養介護 

療養介護サービス費（１日につき） 

イ 療養介護サービス費  

(１) 療養介護サービス費(Ⅰ) 

（一） 利用定員が 40人以下                 943単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  917単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  870単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           833単位 

(２) 療養介護サービス費(Ⅱ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           686単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  651単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  605単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           575単位 

(３) 療養介護サービス費(Ⅲ) 

（一） 利用定員が 40人以下                            543単位 
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（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  497単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  473単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           453単位 

(４) 療養介護サービス費(Ⅳ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           418単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  385単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  362単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           344単位 

(５) 療養介護サービス費(Ⅴ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           418単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  385単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  362単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           344単位 

ロ 経過的療養介護サービス費 

(１) 利用定員が 40人以下                  877単位 

(２)  利用定員が 41人以上 60人以下                  877単位 

(３)  利用定員が 61人以上 80人以下                  848単位 

(４) 利用定員が 81人以上                            815単位 

 

第２ 生活介護 

生活介護サービス費（１日につき） 

イ 生活介護サービス費 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） 区分６                                       1,278単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  514単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  485単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           463単位 

(４) 療養介護サービス費(Ⅳ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           435単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  399単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  372単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           352単位 

(５) 療養介護サービス費(Ⅴ) 

（一） 利用定員が 40人以下                           435単位 

（二） 利用定員が 41人以上 60人以下                  399単位 

（三） 利用定員が 61人以上 80人以下                  372単位 

（四） 利用定員が 81人以上                           352単位 

ロ 経過的療養介護サービス費 

(１)  利用定員が 40人以下                  881単位 

(２)  利用定員が 41人以上 60人以下                  881単位 

(３)  利用定員が 61人以上 80人以下                  852単位 

(４)  利用定員が 81人以上                            819単位 

 

第２ 生活介護 

生活介護サービス費（１日につき） 

イ 生活介護サービス費 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） 区分６                                      1,283単位 
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（二） 区分５                                        959単位 

（三） 区分４                                       680単位 

（四） 区分３                                       610単位 

（五） 区分２以下                                   559単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 区分６                      1,139単位 

（二） 区分５                       851単位 

（三） 区分４                       599単位 

（四） 区分３                       539単位 

（五） 区分２以下                     491単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 区分６                      1,099単位 

（二） 区分５                       816単位 

（三） 区分４                       568単位 

（四） 区分３                       502単位 

（五） 区分２以下                     459単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） 区分６                      1,045単位 

（二） 区分５                       781単位 

（三） 区分４                       549単位 

（四） 区分３                       493単位 

（五） 区分２以下                     445単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 区分６                      1,028単位 

（二） 区分５                                       963単位 

（三） 区分４                                       683単位 

（四） 区分３                                       613単位 

（五） 区分２以下                                   561単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 区分６                      1,144単位 

（二） 区分５                       854単位 

（三） 区分４                       601単位 

（四） 区分３                       541単位 

（五） 区分２以下                     493単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 区分６                      1,104単位 

（二） 区分５                       819単位 

（三） 区分４                       570単位 

（四） 区分３                       504単位 

（五） 区分２以下                     461単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） 区分６                      1,049単位 

（二） 区分５                       784単位 

（三） 区分４                       551単位 

（四） 区分３                       495単位 

（五） 区分２以下                     447単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 区分６                      1,032単位 
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（二） 区分５                       765単位 

（三） 区分４                       535単位 

（四） 区分３                       478単位 

（五） 区分２以下                     428単位 

 

 

 

ロ 基準該当生活介護サービス費 

(１) 基準該当生活介護サービス費(Ⅰ)            691単位 

(２) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ)            851単位 

 

第３ 短期入所 

短期入所サービス費（１日につき） 

イ 福祉型短期入所サービス費 

(１) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) 

（一） 区分６                        892単位 

（二） 区分５                        758単位 

（三） 区分４                                       626単位 

（四） 区分３                                       563単位 

（五） 区分１及び区分２                             492単位 

(２) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) 

（一） 区分６                                       582単位 

（二） 区分５                                       510単位 

（三） 区分４                                       307単位 

（二） 区分５                       768単位 

（三） 区分４                       537単位 

（四） 区分３                       480単位 

（五） 区分２以下                     430単位 

ロ  共生型生活介護サービス費 

(１) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ)             694単位 

(２) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ)             854単位 

ハ 基準該当生活介護サービス費 

(１)  基準該当生活介護サービス費(Ⅰ)            694単位 

(２) 基準該当生活介護サービス費(Ⅱ)            854単位 

 

第３ 短期入所 

短期入所サービス費（１日につき） 

イ 福祉型短期入所サービス費 

(１) 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) 

（一） 区分６                        896単位 

（二） 区分５                        761単位 

（三） 区分４                                       629単位 

（四） 区分３                                       565単位 

（五） 区分１及び区分２                             494単位 

(２) 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) 

（一） 区分６                                       584単位 

（二） 区分５                                       512単位 

（三） 区分４                                       308単位 
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（四） 区分３                                       232単位 

（五） 区分１及び区分２                              166単位 

(３) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) 

（一） 区分３                        758単位 

（二） 区分２                                       595単位 

（三） 区分１                                       492単位 

(４) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) 

（一） 区分３                                       510単位 

（二） 区分２                                       269単位 

（三） 区分１                                       166単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四） 区分３                                       233単位 

（五） 区分１及び区分２                              167単位 

(３) 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) 

（一） 区分３                         761単位 

（二） 区分２                                       597単位 

（三） 区分１                                       494単位 

(４) 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) 

（一） 区分３                                       512単位 

（二） 区分２                                       270単位 

（三） 区分１                                       167単位 

(５) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ) 

（一） 区分６                       1,096単位 

（二） 区分５                        962単位 

（三） 区分４                                        829単位 

（四） 区分３                                        766単位 

（五） 区分１及び区分２                             695単位 

(６) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ) 

（一） 区分６                                       785単位 

（二） 区分５                                      713単位 

（三） 区分４                                      509単位 

（四） 区分３                                      434単位 

（五） 区分１及び区分２                             367単位 

(７) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ) 

（一） 区分３                        962単位 
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ロ 医療型短期入所サービス費 

(１) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)                 2,609単位 

(２) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ)                  2,407単位 

(３) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)                  1,404単位 

ハ 医療型特定短期入所サービス費  

(１) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)             2,489単位 

(２) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)             2,277単位 

(３) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)             1,304単位 

(４) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)             1,738単位 

(５) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)              1,606単位 

(６) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)               936単位 

 

 

 

 

 

ニ 基準該当短期入所サービス費                

(１) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ)            758単位 

（二） 区分２                                       798単位 

（三） 区分１                                       695単位 

(８) 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ) 

（一） 区分３                                       713単位 

（二） 区分２                                      471単位 

（三） 区分１                                       367単位 

ロ 医療型短期入所サービス費 

(１) 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)               2,889単位 

(２) 医療型短期入所サービス費(Ⅱ)                 2,686単位 

(３) 医療型短期入所サービス費(Ⅲ)                 1,679単位 

ハ 医療型特定短期入所サービス費 

(１) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)            2,768単位 

(２) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ)            2,555単位 

(３) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ)            1,578単位 

(４) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ)            2,014単位 

(５) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ)             1,881単位 

(６) 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ)            1,209単位 

ニ  共生型短期入所サービス費 

(１) 共生型短期入所（福祉型）サービス費(Ⅰ)         761単位 

(２) 共生型短期入所（福祉型）サービス費(Ⅱ)         233単位 

(３) 共生型短期入所（福祉型強化）サービス費(Ⅰ)      958単位 

(４) 共生型短期入所（福祉型強化）サービス費(Ⅱ)     432単位 

ホ 基準該当短期入所サービス費                

(１) 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ)            761単位 
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(２) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ)                 232単位 

 

≪施設系サービス≫ 

施設入所支援 

施設入所支援サービス費（１日につき） 

イ 利用定員が 40人以下 

(１) 区分６                                         453単位 

(２) 区分５                                         382単位 

(３) 区分４                                         308単位 

(４) 区分３                                         232単位 

(５) 区分２以下                                     168単位 

ロ 利用定員が 41人以上 60人以下 

(１) 区分６                                         356単位 

(２) 区分５                                         297単位 

(３) 区分４                                         235単位 

(４) 区分３                                         185単位 

(５) 区分２以下                                     146単位 

ハ 利用定員が 61人以上 80人以下 

(１) 区分６                                         295単位 

(２) 区分５                                         247単位 

(３) 区分４                                         198単位 

(４) 区分３                                         162単位 

(５) 区分２以下                                     132単位 

ニ 利用定員が 81人以上 

(２) 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ)                233単位 

 

≪施設系サービス≫ 

施設入所支援 

施設入所支援サービス費（１日につき） 

イ 利用定員が 40人以下 

(１) 区分６                                         455単位 

(２) 区分５                                         384単位 

(３) 区分４                                         309単位 

(４) 区分３                                         233単位 

(５) 区分２以下                                     169単位 

ロ 利用定員が 41人以上 60人以下 

(１) 区分６                                         357単位 

(２) 区分５                                         298単位 

(３) 区分４                                         236単位 

(４) 区分３                                         186単位 

(５) 区分２以下                                     147単位 

ハ 利用定員が 61人以上 80人以下 

(１) 区分６                                         296単位 

(２) 区分５                                         248単位 

(３) 区分４                                         199単位 

(４) 区分３                                         163単位 

(５) 区分２以下                                     133単位 

ニ 利用定員が 81人以上 
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(１) 区分６                                         269単位 

(２) 区分５                                         223単位 

(３) 区分４                                         178単位 

(４) 区分３                                         146単位 

(５) 区分２以下                                     125単位 

 

≪居住系サービス≫ 

共同生活援助 

１ 介護サービス包括型共同生活援助（１日につき） 

イ 共同生活援助サービス費（Ⅰ）           

(１) 区分６                                         668単位 

(２) 区分５                                         552単位 

(３) 区分４                                         471単位 

(４) 区分３                                         385単位 

(５) 区分２                                         295単位 

(６) 区分１以下                     259単位 

ロ 共同生活援助サービス費（Ⅱ）           

(１) 区分６                                         617単位 

(２) 区分５                                         501単位 

(３) 区分４                                         420単位 

(４) 区分３                                         334単位 

(５) 区分２                                         244単位 

(６) 区分１以下                     212単位 

ハ 共同生活援助サービス費（Ⅲ）           

(１) 区分６                                         270単位 

(２) 区分５                                         224単位 

(３) 区分４                                         179単位 

(４) 区分３                                         147単位 

(５) 区分２以下                                     126単位 

 

≪居住系サービス≫ 

第２ 共同生活援助 

１ 介護サービス包括型共同生活援助（１日につき） 

イ 共同生活援助サービス費（Ⅰ）           

(１) 区分６                                         661単位 

(２) 区分５                                         547単位 

(３) 区分４                                         467単位 

(４) 区分３                                         381単位 

(５) 区分２                                         292単位 

(６) 区分１以下                     242単位 

ロ 共同生活援助サービス費（Ⅱ）           

(１) 区分６                                         611単位 

(２) 区分５                                         496単位 

(３) 区分４                                         417単位 

(４) 区分３                                         331単位 

(５) 区分２                                         242単位 

(６) 区分１以下                     198単位 

ハ 共同生活援助サービス費（Ⅲ）           
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(１) 区分６                                         584単位 

(２) 区分５                                         467単位 

(３) 区分４                                         387単位 

(４) 区分３                                         301単位 

(５) 区分２                                         211単位 

(６) 区分１以下                     182単位 

ニ 共同生活援助サービス費（Ⅳ）           

(１) 区分６                                         699単位 

(２) 区分５                                         582単位 

(３) 区分４                                          502単位 

(４) 区分３                                         415単位 

(５) 区分２                                         326単位 

(６) 区分１以下                     289単位 

ホ 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 

(１) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        444単位 

（二） 区分５                                        398単位 

（三） 区分４                                         365単位 

(２) ５：１の場合 

（一） 区分６                                         393単位 

（二） 区分５                                         347単位 

（三） 区分４                                         314単位 

(３) ６：１の場合 

（一） 区分６                                         360単位 

(１) 区分６                                         578単位 

(２) 区分５                                         463単位 

(３) 区分４                                         383単位 

(４) 区分３                                         298単位 

(５) 区分２                                         209単位 

(６) 区分１以下                     170単位 

ニ 共同生活援助サービス費（Ⅳ）           

(１) 区分６                                         691単位 

(２) 区分５                                         577単位 

(３) 区分４                                          497単位 

(４) 区分３                                         411単位 

(５) 区分２                                         322単位 

(６) 区分１以下                     272単位 

ホ 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 

(１) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        440単位 

（二） 区分５                                        394単位 

（三） 区分４                                         361単位 

(２) ５：１の場合 

（一） 区分６                                         389単位 

（二） 区分５                                         343単位 

（三） 区分４                                         311単位 

(３) ６：１の場合 

（一） 区分６                                         356単位 
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（二） 区分５                                         313単位 

（三） 区分４                                         281単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二） 区分５                                         310単位 

（三） 区分４                                         278単位 

２ 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき） 

イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）  

(１) 区分６                                        1,098単位 

(２) 区分５                                         982単位 

(３) 区分４                                         901単位 

(４) 区分３                                         717単位 

ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅱ）  

(１) 区分６                                        1,014単位 

(２) 区分５                                         898単位 

(３) 区分４                                         816単位 

(４) 区分３                                         633単位 

ハ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅲ）  

(１) 区分６                                         963単位 

(２) 区分５                                         846単位 

(３) 区分４                                         765単位 

(４) 区分３                                         582単位 

ニ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅳ）  

(１) 区分６                                        1,128単位 

(２) 区分５                                        1,012単位 

(３) 区分４                                         931単位 

(４) 区分３                                         747単位 

ホ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合 
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(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        904単位 

（二） 区分５                                        788単位 

（三） 区分４                                         707単位 

（四） 区分３                                         620単位 

（五） 区分２                                         456単位 

（六） 区分１以下                                     397単位 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        820単位 

（二） 区分５                                        704単位 

（三） 区分４                                         622単位 

（四） 区分３                                         536単位 

（五） 区分２                                         371単位 

（六） 区分１以下                                     321単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        769単位 

（二） 区分５                                        652単位 

（三） 区分４                                         571単位 

（四） 区分３                                         485単位 

（五） 区分２                                         321単位 

（六） 区分１以下                                     277単位 

(４) 体験利用の場合 

（一） 区分６                                        934単位 

（二） 区分５                                        818単位 
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（三） 区分４                                         737単位 

（四） 区分３                                         650単位 

（五） 区分２                                         486単位 

（六） 区分１以下                                     427単位 

ヘ 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 

（日中を当該共同生活住居で過ごす者） 

(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        693単位 

（二） 区分５                                        646単位 

（三） 区分４                                         613単位 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        608単位 

（二） 区分５                                        562単位 

（三） 区分４                                         529単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        557単位 

（二） 区分５                                        511単位 

（三） 区分４                                         478単位 

ト 個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例 

（日中を当該共同生活住居以外で過ごす者） 

(１) ３：１の場合 

（一） 区分６                                        601単位 

（二） 区分５                                        554単位 

（三） 区分４                                         521単位 
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２ 外部サービス利用型共同生活援助（１日につき） 

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅰ）  259単位 

ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅱ）  212単位 

ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅲ）  182単位 

ニ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅳ）  121単位 

ホ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅴ）  289単位 

３ 受託居宅介護サービス費 

(１) 所要時間 15分未満の場合                95単位 

(２) 所要時間 15分以上 30分未満の場合            191単位 

(３) 所要時間 30分以上１時間 30分以上の場合 260単位に所要時間

30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 86単位を加算した

単位数 

(４) 所要時間１時間 30分以上の場合 557単位に所要時間 1時間 

30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 36単位を加算 

した単位数  

 

(２) ４：１の場合 

（一） 区分６                                        516単位 

（二） 区分５                                        470単位 

（三） 区分４                                         437単位 

(３) ５：１の場合 

（一） 区分６                                        465単位 

（二） 区分５                                        419単位 

（三） 区分４                                         386単位 

３ 外部サービス利用型共同生活援助（１日につき） 

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅰ）  242単位 

ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅱ）  198単位 

ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅲ）  170単位 

ニ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅳ）  113単位 

ホ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費（Ⅴ）  272単位 

３ 受託居宅介護サービス費 

(１) 所要時間 15分未満の場合                95単位 

(２) 所要時間 15分以上 30分未満の場合            191単位 

(３) 所要時間 30分以上１時間 30分以上の場合 260単位に所要時間

30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 86単位を加算した

単位数 

(４) 所要時間１時間 30分以上の場合 557単位に所要時間 1時間 

30分から計算して所要時間 15分を増すごとに 36単位を加算 

した単位数  
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≪訓練系・就労系サービス≫ 

第１ 自立訓練（機能訓練） 

機能訓練サービス費（１日につき） 

イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                 787単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下            704単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下            669単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下            641単位 

(５) 利用定員が 81人以上                 604単位 

ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) 

(１) 所要時間１時間未満の場合                245単位 

(２) 所要時間１時間以上の場合               564単位 

(３) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合          724単位 

 

ハ 基準該当機能訓練サービス費            787単位 

 

第２ 自立訓練（生活訓練） 

生活訓練サービス費（１日につき） 

イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                 751単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下            670単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下            637単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下            612単位 

(５) 利用定員が 81人以上                 575単位 

≪訓練系・就労系サービス≫ 

第１ 自立訓練（機能訓練） 

機能訓練サービス費（１日につき） 

イ 機能訓練サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                 791単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下            707単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下            672単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下            644単位 

(５) 利用定員が 81人以上                 607単位 

ロ 機能訓練サービス費(Ⅱ) 

(１) 所要時間１時間未満の場合               248単位 

(２) 所要時間１時間以上の場合               570単位 

(３) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合          732単位 

ハ 共生型機能訓練サービス費              696単位 

二 基準該当機能訓練サービス費            696単位 

 

第２ 自立訓練（生活訓練） 

生活訓練サービス費（１日につき） 

イ 生活訓練サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                 744単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下            664単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下            631単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下            606単位 

(５) 利用定員が 81人以上                 570単位 
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ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) 

(１) 所要時間１時間未満の場合               245単位 

(２) 所要時間１時間以上の場合               564単位 

 

ハ 生活訓練サービス費(Ⅲ) 

(１) 利用期間が２年間以内の場合              271単位 

(２) 利用期間が２年間を超える場合             163単位 

ニ 生活訓練サービス費(Ⅳ) 

(１) 利用期間が３年間以内の場合              271単位 

(２) 利用期間が３年間を超える場合             163単位 

 

ホ 基準該当生活訓練サービス費             751単位 

 

第３ 就労移行支援 

就労移行支援サービス費（１日につき） 

イ  就労移行支援サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                            804単位 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ) 

(１) 所要時間１時間未満の場合               248単位 

(２) 所要時間１時間以上の場合               570単位 

(３) 視覚障害者に対する専門的訓練の場合          732単位 

ハ 生活訓練サービス費(Ⅲ) 

(１) 利用期間が２年間以内の場合              268単位 

(２) 利用期間が２年間を超える場合             162単位 

ニ 生活訓練サービス費(Ⅳ) 

(１) 利用期間が３年間以内の場合              268単位 

(２) 利用期間が３年間を超える場合             162単位 

ホ 共生型生活訓練サービス費              661単位 

ヘ 基準該当生活訓練サービス費             661単位 

 

第３ 就労移行支援 

就労移行支援サービス費（１日につき） 

イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下  

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                1,089単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         935単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          807単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          686単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          564単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        524単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   500単位 
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(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   711単位 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   679単位 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   634単位 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 999単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         841単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          714単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          627単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          513単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        464単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   442単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 968単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         817単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          682単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          592単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          504単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        443単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   422単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下  

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 915単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         776単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          636単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          540単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          483単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        414単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   394単位 
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(５) 利用定員が 81人以上                            595単位 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下                            524単位 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   467単位 

 

 

 

 

 

 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 883単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         740単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          597単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          495単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          466単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        387単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   369単位 

ロ 就労移行支援サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下  

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 710単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         609単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          526単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          447単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          367単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        341単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   325単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 655単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         553単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          469単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          412単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          337単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        304単位 
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(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   437単位 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   426単位 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 利用定員が 81人以上                            412単位 

 

 

 

 

 

 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   290単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 622単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         526単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          439単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          381単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          324単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        285単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   271単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 615単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         521単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          428単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          363単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          324単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        277単位 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   265単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 就職後６月以上定着率が５割以上                 611単位 

（二） 就職後６月以上定着率が４割以上５割未満         512単位 

（三） 就職後６月以上定着率が３割以上４割未満          414単位 

（四） 就職後６月以上定着率が２割以上３割未満          342単位 

（五） 就職後６月以上定着率が１割以上２割未満          322単位 

（六） 就職後６月以上定着率が０割超１割未満        268単位 
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第４ 就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ａ型サービス費（１日につき） 

イ 就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                 584単位 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   519単位 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   487単位 

 

 

（七） 就職後６月以上定着率が０                   256単位 

 

第４ 就労継続支援Ａ型 

就労継続支援Ａ型サービス費（１日につき） 

イ 就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              615単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        603単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        594単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        586単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        498単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        410単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             322単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上               546単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        536単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        528単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        521単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        443単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        364単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             286単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              513単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        503単位 
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(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   478単位 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 利用定員が 81人以上                            462単位 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下                            532単位 

 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        496単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        489単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        415単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        341単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             268単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              503単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        494単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        487単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        480単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        408単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        335単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             263単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              487単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        477単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        470単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        464単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        393単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        324単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             255単位 

ロ 就労継続支援Ａ型サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              560単位 
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(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   474単位 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   440単位 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   431単位 

 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        549単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        541単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        534単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        454単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        373単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             293単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              499単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        490単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        483単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        476単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        403単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        332単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             261単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上               464単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        455単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        448単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        442単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        375単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        309単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             243単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              454単位 
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(５) 利用定員が 81人以上                            416単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型サービス費（１日につき） 

イ 就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下                            584単位 

 

 

 

 

 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        445単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        439単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        433単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        367単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        302単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             238単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） １日の平均労働時間が７時間以上              438単位 

（二） １日の平均労働時間が６時間以上７時間未満        430単位 

（三） １日の平均労働時間が５時間以上６時間未満        424単位 

（四） １日の平均労働時間が４時間以上５時間未満        418単位 

（五） １日の平均労働時間が３時間以上４時間未満        354単位 

（六） １日の平均労働時間が２時間以上３時間未満        292単位 

（七） １日の平均労働時間が２時間未満             229単位 

 

第５ 就労継続支援Ｂ型 

就労継続支援Ｂ型サービス費（１日につき） 

イ 就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ) 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            645単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      621単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         609単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         597単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           586単位 
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(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   519単位 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   487単位 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   478単位 

 

 

 

 

 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           571単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                562単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            572単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満       552単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         541単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         531単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           521単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           508単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                500単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            537単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      518単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         508単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         498単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           489単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           476単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                469単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            527単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      508単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         499単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         489単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           480単位 
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(５) 利用定員が 81人以上                            462単位 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下                        532単位 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下                   474単位 

 

 

 

 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           468単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                460単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            510単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      491単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         482単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         473単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           464単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           452単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                445単位 

ロ 就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅱ) 

(１) 利用定員が 20人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            587単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      565単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         555単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         544単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           534単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           520単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                512単位 

(２) 利用定員が 21人以上 40人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            523単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      504単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         494単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         485単位 
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(３) 利用定員が 41人以上 60人以下                   440単位 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下                   431単位 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 利用定員が 81人以上                            416単位 

 

 

 

 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           476単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           464単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                457単位 

(３) 利用定員が 41人以上 60人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            486単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      468単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         459単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         450単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           442単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           431単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                424単位 

(４) 利用定員が 61人以上 80人以下 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            476単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満       458単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         450単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         441単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           433単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           422単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                415単位 

(５) 利用定員が 81人以上 

（一） 平均工賃月額が４万５千円以上            459単位 

（二） 平均工賃月額が３万円以上４万５千円未満      442単位 

（三） 平均工賃月額が２万５千円以上３万円未満         434単位 

（四） 平均工賃月額が２万円以上２万５千円未満         426単位 
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≪相談系サービス≫ 

第１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費                 1,611単位 

 

 

ロ 継続サービス利用支援費              1,310単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ）           705単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           418単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           407単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                401単位 

 

≪相談系サービス≫ 

第１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）              1,458単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）                729単位 

ロ 継続サービス利用支援費             

(１)  継続サービス利用支援費（Ⅰ）            1,207単位 

(２)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）            603単位 

注１）(１) 、(２)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数（相談支援専門員１人当たりの

前６月間における計画相談支援対象障害者等の数（指定障害

児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されて

いる場合は、指定障害児相談支援の事業における障害児相談

支援対象保護者を含む。）の平均値をいう。以下同じ。）が

40 未満である場合又は 40 以上である場合において、40 未満

の部分について算定する。 

ロ (２)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合におい

て、40以上の部分について算定する。 

注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ） 
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注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ）          1,007単位 

 

 

 

 

 

 

注 3）介護予防支援費重複減算              112単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1月につき所定単位数から減

算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）             552単位 

(２) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）           602単位 

注 3）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1月につき所定単位数から減

算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）             854単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）             125単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）           904単位 

(４)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）           300単位 

注 4）介護予防支援費重複減算 

   継続サービス利用支援費（Ⅰ）を算定した場合に、1 月につき

９単位を減算する。 

 （経過的サービス利用支援費・継続サービス利用支援費） 

※ 療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、就労定

着支援、自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助

を除くサービスを利用する者に対しては、平成 30年 4月 1日か

ら平成 31年 3月 31日までの間は、以下のとおりとする。 

  イ サービス利用支援費 

(１)    サービス利用支援費（Ⅰ）         1,611単位 

(２)    サービス利用支援費（Ⅱ）          806単位  

ロ 継続サービス利用支援費             

(１)    継続サービス利用支援費（Ⅰ）       1,310単位 
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(２)    継続サービス利用支援費（Ⅱ）        655単位  

注１）(１) 、(２) については、次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ所定単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 未満である場合

又は 40 以上である場合において、40 未満の部分につ

いて算定する。 

ロ (２)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合

において、40以上の部分について算定する。 

注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1 月につき所定単位数

から減算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）          705単位 

(２) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）        705単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅱ）         50単位 

注 3）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1 月につき所定単位数

から減算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）         1,007単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）          202単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）       1,007単位 

(４)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）        352単位 

注 4）介護予防支援費重複減算 

 サービス利用支援費（Ⅰ）又は継続サービス利用支援費

（Ⅰ）を算定した場合に、1月につき 112単位を減算する。 
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第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費           

1,611単位 

 

ロ 継続障害児支援利用援助費        

     1,310単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 地域移行支援 

地域移行支援サービス費                2,323単位 

 

 

第４ 地域定着支援 

地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                      302単位 

ロ 緊急時支援費                     705単位 

 

 

第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費  

(１)  障害児支援利用援助費（Ⅰ）            1,620単位 

(２)  障害児支援利用援助費（Ⅱ）               811単位 

ロ 継続障害児支援利用援助費 

(１)  継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）          1,318単位 

(２)  継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）            659単位 

注１）(１) 、(２) については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 未満である場合又は 40

以上である場合において、40未満の部分について算定する。 

ロ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合におい

て、40以上の部分について算定する。 

 

第３ 地域移行支援 

地域移行支援サービス費(Ⅰ)              3,044単位 

地域移行支援サービス費(Ⅱ)              2,336単位 

 

第４ 地域定着支援 

地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                      304単位 

ロ 緊急時支援費                    

(１) 緊急時支援費(Ⅰ)                    709単位 



 

105 

 

 

 

≪障害児通所支援≫ 

第１ 児童発達支援 

児童発達支援給付費（１日につき） 

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支

援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。） 

(１) 利用定員が 30人以下の場合                    976単位 

(２) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合             917単位 

(３) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合               858単位 

(４) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合              800単位 

(５) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合               779単位 

(６) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合               759単位 

(７) 利用定員が 81人以上の場合                 737単位 

ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支

援を行う場合 

(１) 利用定員が 20人以下の場合                1,220単位 

(２) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合            1,073単位 

(３) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合          987単位 

(４) 利用定員が 41人以上の場合                  900単位 

ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児（法第７条第  

 ２項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）に対し指定 

 児童発達支援を行う場合 

(１) 利用定員が 15人以下の場合                 1,152単位 

(２) 緊急時支援費(Ⅱ)                     94単位 

 

≪障害児通所支援≫ 

第１ 児童発達支援 

児童発達支援給付費（１日につき） 

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支

援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。） 

(１) 利用定員が 30人以下の場合                  1,081単位 

(２) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合           1,000単位 

(３) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合               925単位 

(４) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合              855単位 

(５) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合               826単位 

(６) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合               800単位 

(７) 利用定員が 81人以上の場合                 774単位 

ロ 児童発達支援センターにおいて難聴児に対し指定児童発達支

援を行う場合 

(１) 利用定員が 20人以下の場合                1,377単位 

(２) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合            1,185単位 

(３) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合         1,070単位 

(４) 利用定員が 41人以上の場合                  970単位 

ハ 児童発達支援センターにおいて重症心身障害児（法第７条第  

 ２項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。）に対し指定 

 児童発達支援を行う場合 

(１) 利用定員が 15人以下の場合                 1,325単位 
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(２) 利用定員が 16人以上 20人以下の場合             874単位 

(３) 利用定員が 21人以上の場合                    798単位 

ニ 法第６条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施

設（児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。）にお

いて障害児に対し指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援

を行う場合（ホに該当する場合を除く。） 

 

 

(１) 利用定員が 10人以下の場合                 620単位 

(２) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合           453単位 

(３) 利用定員が 21人以上の場合                    364単位 

 

 

 

 

ホ 法第６条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施

設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合 

(１) 利用定員が５人の場合                    1,608単位 

(２)  利用定員が６人の場合                        1,347単位 

(３) 利用定員が７人の場合               1,160単位 

(４) 利用定員が８人の場合               1,020単位 

(５) 利用定員が９人の場合                 911単位 

(６) 利用定員が 10人の場合                   824単位 

(７) 利用定員が 11人以上の場合                      699単位 

(２) 利用定員が 16人以上 20人以下の場合            1,035単位 

(３) 利用定員が 21人以上の場合                    919単位 

ニ 法第６条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施

設（児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。）にお

いて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合（ホに該当する場

合を除く。） 

(１) 主に小学校就学前の利用者（以下「未就学児」という。）を支

援する場合 

（一） 利用定員が 10人以下の場合             827単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合         557単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合             433単位 

(２) (１)以外の場合 

（一） 利用定員が 10人以下の場合             703単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合         465単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合             360単位 

ホ 法第６条の２の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施

設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合 

(１) 利用定員が５人の場合                   2,088 単位 

(２) 利用定員が６人の場合                       1,748単位 

(３) 利用定員が７人の場合              1,503単位 

(４) 利用定員が８人の場合              1,320単位 

(５) 利用定員が９人の場合              1,178単位 

(６)  利用定員が 10人の場合                 1,064 単位 

(７)  利用定員が 11人以上の場合                     833単位 
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第２ 医療型児童発達支援 

医療型児童発達支援給付費（１日につき） 

イ 肢体不自由（法第６条の２の２第３項に規定する肢体不自由を 

   いう。）のある児童（以下「肢体不自由児」という。）に対し 

指定医療型児童発達支援を行う場合           333単位 

 

ロ 重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 

                                                    445単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ 共生型児童発達支援給付費             560単位 

ト 基準該当児童発達支援給付費 

(１)  基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ)           664単位 

(２)  基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ)              560単位 

 

第２ 医療型児童発達支援 

医療型児童発達支援給付費（１日につき）  

イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由（法第６条

の２の２第３項に規定する肢体不自由をいう。）のある児童（以

下「肢体不自由児」という。）に対し指定医療型児童発達支援を

行う場合                        386単位 

ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対

し指定医療型児童発達支援を行う場合           498単位 

                                                    

ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由（法第６条の２の２

第３項に規定する肢体不自由をいう。）のある児童（以下「肢体

不自由児」という。）に対し指定医療型児童発達支援を行う場合            

335単位 

ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医

療型児童発達支援を行う場合 

  447単位 
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第３ 放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス給付費（１日につき） 

 イ 障害児に対し指定放課後等デイサービス又は基準該当放課  

   後等デイサービスを行う場合（ロに該当する場合を除く。） 

(１) 授業の終了後に行う場合 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      473単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             355単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      276単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 休業日に行う場合 

 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      611単位 

第３ 放課後等デイサービス 

放課後等デイサービス給付費（１日につき） 

イ 障害児に対し授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行

う場合（ハに該当する場合を除く。） 

(１) 区分１の１ 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      656単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合              440単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      331単位 

(２) 区分１の２（サービス提供時間が３時間未満） 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      645単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             431単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      324単位 

(３) 区分２の１ 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      609単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             405単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      304単位 

(４) 区分２の２（サービス提供時間が３時間未満） 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      596単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             396単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      297単位 

 

ロ 障害児に対し休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合 

(１) 区分１ 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      787単位 
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（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合              447単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      359単位 

 

 

 

 

ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 

(１) 授業の終了後に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合                  1,329単位 

（二） 利用定員が６人の場合                  1,112単位 

（三） 利用定員が７人の場合                    958単位 

（四） 利用定員が８人の場合                    842単位 

（五） 利用定員が９人の場合                    751単位 

（六） 利用定員が 10人の場合                   679単位 

（七） 利用定員が 11人以上の場合                 577単位 

(２) 休業日に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合                  1,608単位 

（二） 利用定員が６人の場合                  1,347単位 

（三） 利用定員が７人の場合                  1,160単位 

（四） 利用定員が８人の場合                  1,020単位 

（五） 利用定員が９人の場合                    911単位 

（六） 利用定員が 10人の場合                   824単位 

（七） 利用定員が 11人以上の場合                       699単位 

 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             529単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      410単位 

(２) 区分２ 

（一） 利用定員が 10人以下の場合                      726単位 

（二） 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             483単位 

（三） 利用定員が 21人以上の場合                      374単位 

ハ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合 

(１) 授業の終了後に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合                  1,744単位 

（二） 利用定員が６人の場合                  1,458単位 

（三） 利用定員が７人の場合                  1,255単位 

（四） 利用定員が８人の場合                  1,101単位 

（五） 利用定員が９人の場合                    982単位 

（六） 利用定員が 10人の場合                   887単位 

（七） 利用定員が 11人以上の場合                 681単位 

(２) 休業日に行う場合 

（一） 利用定員が５人の場合                  2,024単位 

（二） 利用定員が６人の場合                  1,694単位 

（三） 利用定員が７人の場合                  1,457単位 

（四） 利用定員が８人の場合                  1,280単位 

（五） 利用定員が９人の場合                  1,142単位 

（六） 利用定員が 10人の場合                 1,032単位 

（七） 利用定員が 11人以上の場合                       804単位 

ニ 共生型放課後等デイサービス給付費 
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(１) 授業の終了後に行う場合               427単位 

(２) 休業日に行う場合                  551単位 

ホ 基準該当放課後等デイサービス給付費 

(１) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ) 

（一） 授業の終了後に行う場合              530単位 

（二） 休業日に行う場合                 654単位 

(２) 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ) 

（一） 授業の終了後に行う場合              427単位 

（二） 休業日に行う場合                 551単位 

注）イ(1)、(2)又はロ(1)を算定する事業所 

食事、排せつ、入浴及び移動のうち３以上の日常生活動作につ

いて全介助を必要とする障害児又は別表に掲げる項目の欄の区

分に応じ、その項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄

から２点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が 13点以上

である障害児の数が障害児全体の数の 50％以上であること。 

 

項目 0点 1点 2点 

コミュニケーション １．日常生活に支障
がない 

２．特定の者であれ
ばコミュニケーシ
ョンできる 
３．会話以外の方法
でコミュニケーシ
ョンできる 

４．独自の方法でコ
ミュニケーション
できる 
５．コミュニケーシ
ョンできない 

説明の理解 １．理解できる ２．理解できない ３．理解できている
か判断できない 

大声・奇声を出す １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 
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異食行動 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

多動・行動停止 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

不安定な行動 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

自らを傷つける行為 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

他人を傷つける行為 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

不適切な行為 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

突発的な行動 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

過食・反すう等 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

てんかん １．年 1回以上 ２．月に 1回以上 ３．週 1回以上 

そううつ状態 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

反復的行動 １．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

対人面の不安緊張、
集団生活への不適応 

１．支援が不要 
２．希に支援が必要 
３．月に１回以上の
支援が必要 

４．週に１回以上の
支援が必要 

５．ほぼ毎日（週５
日以上の）支援が必
要 

読み書き １．支援が不要 ２．部分的な支援が
必要 

３．全面的な支援が
必要 
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第４ 保育所等訪問支援 

保育所等訪問支援給付費（１日につき）                 916単位 

 

≪障害児入所支援≫ 

第１ 福祉型障害児入所施設 

福祉型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童

を除く。以下「知的障害児」という。）に対し指定入所支援を行

う場合 

(１) 入所定員が５人以上９人以下の場合で当該指定入所支援を行う 

施設が単独施設であるとき                   740単位 

(２) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     628単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき       

                                           1,451単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                          740単位 

(３) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       543単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき      

                                             954単位 

 

第４ 保育所等訪問支援 

保育所等訪問支援給付費（１日につき）                 988単位 

 

≪障害児入所支援≫ 

第１ 福祉型障害児入所施設 

福祉型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童

を除く。以下「知的障害児」という。）に対し指定入所支援を行

う場合 

(１) 入所定員が５人以上９人以下の場合で当該指定入所支援を行う

施設が単独施設であるとき                    891単位 

(２) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       779単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき       

                                            1,606単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                          891単位 

(３)  入所定員が 11人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       619単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき      

                                           1,032単位 
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（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき      

                                          740単位 

(４) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合             727単位 

(５) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合           611単位 

(６) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合          550単位 

(７) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合          532単位 

(８) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合          514単位 

(９) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合          496単位 

(10) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合           480単位 

(11) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合           461単位 

(12) 入所定員が 101人以上 110人以下の場合          459単位 

(13) 入所定員が 111人以上 120人以下の場合          458単位 

(14) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合          456単位 

(15) 入所定員が 131人以上 140人以下の場合           454単位 

(16) 入所定員が 141人以上 150人以下の場合          452単位 

(17) 入所定員が 151人以上 160人以下の場合           448単位 

(18) 入所定員が 161人以上 170人以下の場合         445単位 

(19) 入所定員が 171人以上 180人以下の場合          441単位 

(20) 入所定員が 181人以上 190人以下の場合          438単位 

(21) 入所定員が 191人以上の場合                   435単位 

 

ロ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする 児

童に限る。以下「自閉症児」という。）に対し指定入所支 援を

行う場合    

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき      

                                          817単位 

(４)  入所定員が 21人以上 30人以下の場合             779単位 

(５)  入所定員が 31人以上 40人以下の場合           651単位 

(６)  入所定員が 41人以上 50人以下の場合          581単位 

(７)  入所定員が 51人以上 60人以下の場合          558単位 

(８)  入所定員が 61人以上 70人以下の場合          537単位 

(９)  入所定員が 71人以上 80人以下の場合          516単位 

(10)  入所定員が 81人以上 90人以下の場合           498単位 

(11)  入所定員が 91人以上 100人以下の場合           477単位 

(12)  入所定員が 101人以上 110人以下の場合          474単位 

(13)  入所定員が 111人以上 120人以下の場合          472単位 

(14)  入所定員が 121人以上 130人以下の場合          469単位 

(15) 入所定員が 131人以上 140人以下の場合           466単位 

(16) 入所定員が 141人以上 150人以下の場合          463単位 

(17) 入所定員が 151人以上 160人以下の場合           459単位 

(18) 入所定員が 161人以上 170人以下の場合         455単位 

(19) 入所定員が 171人以上 180人以下の場合          451単位 

(20) 入所定員が 181人以上 190人以下の場合          447単位 

(21) 入所定員が 191人以上の場合                   444単位 

 

ロ 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする 児

童に限る。以下「自閉症児」という。）に対し指定入所支 援を

行う場合    
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(１) 入所定員が 30人以下の場合               735単位 

(２) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合          678単位 

(３) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合          650単位 

(４) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合          625単位 

(５) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合          598単位 

(６) 入所定員が 71人以上の場合                  571単位 

ハ 主として盲児（強度の弱視児を含む。以下同じ。）に対し指定

入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が５人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     895単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき        

                                                 679単位 

(２) 入所定員が６人以上９人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     610単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき         

                                                   679単位 

(３) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                         610単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                             1,443単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

(１) 入所定員が 30人以下の場合               787単位 

(２) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合          718単位 

(３) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合          682単位 

(４) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合          652単位 

(５) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合          622単位 

(６) 入所定員が 71人以上の場合                  592単位 

ハ 主として盲児（強度の弱視児を含む。以下同じ。）に対し指定

入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が５人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     1,047単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき        

                                                 830単位 

(２) 入所定員が６人以上９人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      761単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき         

                                                  830単位 

(３) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                         761単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                             1,597単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     
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                                              679単位 

(４) 入所定員が 11人以上 15人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       506単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                         1,063単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                          679単位 

(５) 入所定員が 16人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      464単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                             881単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             679単位 

(６) 入所定員が 21人以上 25人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                        433単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                               805単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             679単位 

(７) 入所定員が 26人以上 30人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

                                            830単位 

(４) 入所定員が 11人以上 15人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       582単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                          1,142単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                          756単位 

(５) 入所定員が 16人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      540単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                             959単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             756単位 

(６) 入所定員が 21人以上 25人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                        484単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                               858単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             731単位 

(７) 入所定員が 26人以上 30人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で
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あるとき                                        404単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                                679単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                                 679単位 

(８) 入所定員が 31人以上 35人以下の場合（当該指定入所支援を  

 行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独 

  施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。） 

                                                    604単位 

(９) 入所定員が 36人以上 40人以下の場合               559単位 

(10) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合               495単位 

(11) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合               481単位 

(12) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合               466単位 

(13) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合               450単位 

(14) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合               435単位 

(15) 入所定員が 91人以上の場合                        419単位 

ニ 主としてろうあ児（強度の難聴児を含む。以下同じ。）に対し

指定入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が５人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     895単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき        

                                              675単位 

(２) 入所定員が６人以上９人以下の場合 

あるとき                                        455単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                                731単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                                 731単位 

(８) 入所定員が 31人以上 35人以下の場合（当該指定入所支援を  

 行う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独 

  施設であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。） 

                                                    644単位 

(９) 入所定員が 36人以上 40人以下の場合               599単位 

(10) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合               526単位 

(11) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合               507単位 

(12) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合               489単位 

(13) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合               470単位 

(14) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合               453単位 

(15) 入所定員が 91人以上の場合                        435単位 

ニ 主としてろうあ児（強度の難聴児を含む。以下同じ。）に対し

指定入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が５人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                    1,047単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき        

                                              826単位 

(２) 入所定員が６人以上９人以下の場合 
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（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       629単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき      

                                                675単位 

(３) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     629単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                  1,433単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             675単位 

(４) 入所定員が 11人以上 15人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     507単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                         1,055単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                            675単位 

(５) 入所定員が 16人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      467単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                              879単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                       780単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき      

                                                826単位 

(３) 入所定員が 10人の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     780単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                  1,587単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                             826単位 

(４) 入所定員が 11人以上 15人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                     583単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                         1,134単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                            752単位 

(５) 入所定員が 16人以上 20人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      543単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                              957単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    
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                                              675単位 

(６) 入所定員が 21人以上 25人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      430単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                                759単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                               675単位 

(７) 入所定員が 26人以上 30人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                    407単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                               675単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                                 675単位 

(８) 入所定員が 31人以上 35人以下の場合（当該指定入所支援を行

う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設

であるとき。(9)から(15)までにおいて同じ。） 

                                                  601単位 

(９) 入所定員が 36人以上 40人以下の場合               556単位 

(10) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合               492単位 

(11) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合               478単位 

(12) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合               464単位 

(13) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合               448単位 

                                              752単位 

(６) 入所定員が 21人以上 25人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                      481単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき    

                                                811単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき    

                                               727単位 

(７) 入所定員が 26人以上 30人以下の場合 

（一） 当該指定入所支援を行う施設に併設する施設が主たる施設で

あるとき                                    458単位 

（二） 当該指定入所支援を行う施設が主たる施設であるとき   

                                               727単位 

（三） 当該指定入所支援を行う施設が単独施設であるとき     

                                                 727単位 

(８) 入所定員が 31人以上 35人以下の場合（当該指定入所支援を行

う施設が主たる施設又は当該指定入所支援を行う施設が単独施設

であるとき。(９)から(15)までにおいて同じ。） 

                                                  641単位 

(９) 入所定員が 36人以上 40人以下の場合               596単位 

(10) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合               523単位 

(11) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合               504単位 

(12) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合               487単位 

(13) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合               468単位 
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(14) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合               433単位 

(15) 入所定員が 91人以上の場合                        418単位 

ホ 主として肢体不自由（法第６条の２第３項に規定する肢体不自

由をいう。）のある児童（以下「肢体不自由児」という。）に対

し指定入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が 50人以下の場合                      715単位 

(２) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合            706単位 

(３) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合             694単位 

(４) 入所定員が 71人以上の場合                     681単位 

 

第２ 医療型障害児入所施設 

医療型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 指定医療型障害児入所施設の場合 

(１) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合      

                                            323単位 

(２) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合       

                                                   148単位 

(３) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合   

                                           880単位 

ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 

(１) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 

 

（一） 90日目まで                    355単位 

（二） 91日目以降 180日目まで              323単位 

(14) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合               451単位 

(15) 入所定員が 91人以上の場合                        434単位 

ホ 主として肢体不自由（法第６条の２第３項に規定する肢体不自

由をいう。）のある児童（以下「肢体不自由児」という。）に対

し指定入所支援を行う場合 

(１) 入所定員が 50人以下の場合                      747単位 

(２) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合            733単位 

(３) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合             718単位 

(４) 入所定員が 71人以上の場合                     702単位 

 

第２ 医療型障害児入所施設 

医療型障害児入所施設給付費（１日につき） 

イ 指定医療型障害児入所施設の場合 

(１) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合      

                                            349単位 

(２) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合       

                                                   173単位 

(３) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合   

                                           909単位 

ロ 指定医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合 

(１) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行う場合 

（一） 60日目まで                     417単位 

（二） 61日目以降 90日目まで                381単位 

（三） 91日目以降 180日目まで               349単位 
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（三） 181日目以降                    291単位 

(２) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

 

（一） 90日目まで                     163単位 

（二） 91日目以降 180日目まで              148単位 

（三） 181日目以降                    133単位 

(３) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 

 

（一） 90日目まで                     968単位 

（二） 91日目以降 180日目まで               880単位 

（三） 181日目以降                    792単位 

ハ 指定発達支援医療機関の場合 

(１) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合      

                                                  124単位 

(２) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合     

                                                  880単位 

ニ 指定発達支援医療機関で主として肢体不自由児に対し有期有

目的の支援を行う場合 

(１) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

 

（一） 90日目まで                    136単位 

（二） 91日目以降 180日目まで              124単位 

（三） 181日目以降                    112単位 

(２) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 

（四） 181日目以降                     317単位 

(２) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

（一） 60日目まで                     204単位 

（二） 61日目以降 90日目まで                188単位 

（三） 91日目以降 180日目まで               173単位 

（四） 181日目以降                     158単位 

(３) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 

（一） 60日目まで                    1,095単位 

（二） 61日目以降 90日目まで                997単位 

（三） 91日目以降 180日目まで               909単位 

（四） 181日目以降                     820単位 

ハ 指定発達支援医療機関の場合 

(１) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合      

                                                   125単位 

(２) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合      

 885単位 

ニ 指定発達支援医療機関で主として肢体不自由児に対し有期有

目的の支援を行う場合 

(１) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行う場合 

（一） 60日目まで                      151単位 

（二） 61日目以降 90日目まで                137単位 

（三） 91日目以降 180日目まで               125単位 

（四） 181日目以降                     113単位 

(２) 主として重症心身障害児に対し指定入所支援を行う場合 
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（一） 90日目まで                     968単位 

（二） 91日目以降 180日目まで              880単位 

（三） 181日目以降                    792単位 

 

（一） 60日目まで                    1,071単位 

（二） 61日目以降 90日目まで                973単位 

（三） 91日目以降 180日目まで               885単位 

（四） 181日目以降                     796単位 
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別紙２ 

看護職員加配加算の創設について 

１．報酬告示 

○児童発達支援 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事

に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った

場合に、看護職員加配加算として、１日につき次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。 

イ 看護職員加配加算(Ⅰ) 

(1) 主として障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く。)を通わせる児

童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った

場合((2)又は(3)に該当する場合を除く。) 

   (一) 利用定員が 30人以下の場合            67単位 

   (二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合        57単位 

   (三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合        44単位 

   (四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合              36単位 

   (五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合              31単位 

   (六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合              27単位 

   (七) 利用定員が 81人以上の場合                        24単位 

  (2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児に

対し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 20人以下の場合                      100単位 

   (二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合               80単位 

   (三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合               57単位 

   (四) 利用定員が 41人以上の場合                       44単位 

  (3) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおいて

重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 20人以下の場合                      100単位 

   (二) 利用定員が 21人以上の場合                       80単位 

  (4) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)を通わせる法第６条の２

の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対

し指定児童発達支援を行った場合((5)に該当する場合を除く。) 

   (一) 利用定員が 10人以下の場合                      200単位 

   (二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             133単位 
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   (三) 利用定員が 21人以上の場合                       80単位 

 (5) 主として重症心身障害児を通わせる法第６条の２の２第２項に規定

する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児

童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が５人の場合                           400単位 

   (二) 利用定員が６人の場合                           333単位 

   (三) 利用定員が７人の場合                           286単位 

   (四) 利用定員が８人の場合                           250単位 

   (五) 利用定員が９人の場合                           222単位 

   (六) 利用定員が 10人の場合                          200単位 

   (七) 利用定員が 11人以上の場合                      133単位 

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ) 

(1) 主として障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く。)を通わせる児

童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った

場合((2)又は(3)に該当する場合を除く。) 

   (一) 利用定員が 30人以下の場合                      134単位 

   (二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合              114単位 

   (三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合               88単位 

   (四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合               72単位 

   (五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合               62単位 

   (六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合               54単位 

   (七) 利用定員が 81人以上の場合                       48単位 

(2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児

に対し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 20人以下の場合                      200単位 

   (二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合             160単位 

   (三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合             114単位 

   (四) 利用定員が 41人以上の場合                       88単位 

(3) 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センターにおい

て重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 20人以下の場合                      200単位 

   (二) 利用定員が 21人以上の場合                      160単位 

 (4) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)を通わせる法第６条の２

の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対
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し指定児童発達支援を行った場合((5)に該当する場合を除く。) 

   (一) 利用定員が 10人以下の場合                      400単位 

   (二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             266単位 

   (三) 利用定員が 21人以上の場合                      160単位 

 (5) 主として重症心身障害児を通わせる法第６条の２の２第２項に規

定する厚生労働省令で定める施設において重症心身障害児に対し指定

児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 5人の場合                           800単位 

   (二) 利用定員が 6人の場合                           666単位 

   (三) 利用定員が 7人の場合                           572単位 

   (四) 利用定員が 8人の場合                            500単位 

   (五) 利用定員が 9人の場合                            444単位 

   (六) 利用定員が 10人の場合                           400単位 

   (七) 利用定員が 11人以上の場合                      266単位 

ハ 看護職員加配加算(Ⅲ) 

(1) 主として障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く。)を通わせる児

童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った

場合((2)に該当する場合を除く。) 

   (一) 利用定員が 30人以下の場合                      201単位 

   (二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合              171単位 

   (三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合              132単位 

   (四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合              108単位 

   (五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合               93単位 

   (六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合               81単位 

   (七) 利用定員が 81人以上の場合                       72単位 

(2) 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて難聴児

に対し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 20人以下の場合                       300単位 

   (二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合             240単位 

   (三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合             171単位 

   (四) 利用定員が 41人以上の場合                      132単位 

(3) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)を通わせる法第６条の２

の２第２項に規定する厚生労働省令で定める施設において障害児に対

し指定児童発達支援を行った場合 

   (一) 利用定員が 10人以下の場合                      600単位 
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   (二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合             399単位 

   (三) 利用定員が 21人以上の場合                      240単位 

 

○放課後等デイサービス 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事

に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイ

サービスを行った場合に、看護職員加配加算として、１日につき次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。 

イ 看護職員加配加算(Ⅰ) 

(1) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイ

サービスを行った場合((2)に該当する場合を除く。) 

(一) 利用定員が 10人以下の場合                       200単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合              133単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合                        80単位 

(2) 主として重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行っ

た場合 

(一) 利用定員が５人の場合                            400単位 

(二) 利用定員が６人の場合                            333単位 

(三) 利用定員が７人の場合                            286単位 

(四) 利用定員が８人の場合                            250単位 

(五) 利用定員が９人の場合                            222単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                           200単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合                       133単位 

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ) 

(1) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイ

サービスを行った場合((2)に該当する場合を除く。) 

(一)利用定員が 10人以下の場合                         400単位 

(二)利用定員が 11人以上 20人以下の場合                266単位 

(三)利用定員が 21人以上の場合                         160単位 

(2) 主として重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行っ

た場合 

(一) 利用定員が５人の場合                            800単位 

(二) 利用定員が６人の場合                            666単位 

(三) 利用定員が７人の場合                            572単位 

(四) 利用定員が８人の場合                            500単位 

(五) 利用定員が９人の場合                            444単位 
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(六) 利用定員が 10人の場合                           400単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合                       266単位 

ハ 看護職員加配加算(Ⅲ) 

(1) 主として障害児(重症心身障害児を除く。)に対し指定放課後等デイ

サービスを行った場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合                       600単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合              399単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合                       240単位 

 

２．別に厚生労働大臣が定める施設基準 

○児童発達支援 

 通所給付費等単位数表第１の１の児童発達支援給付費の注９の厚生労働

大臣が定める施設基準 

イ 通所給付費等単位数表第１の１の注９のイを算定すべき指定児童発

達支援の単位の施設基準 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する事業所で

あって、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)

を１以上配置し、別表の各項目に規定する状態のいずれかに該当する

利用者の数が１名以上であること。 

(2) 通所給付費等単位数表第１の１のハ又はホを算定する事業所であ

って、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

看護職員を１以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が５名以上である

こと。 

ロ 通所給付費等単位数表第１の１の注９のロを算定すべき指定児童発

達支援の単位の施設基準 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する事業所で

あって、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

看護職員を２以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が５名以上である

こと。 

(2) 通所給付費等単位数表第１の１のハ又はホを算定する事業所であ

って、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、
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看護職員を２以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が９名以上である

こと。 

ハ 通所給付費等単位数表第１の１の注９のハを算定すべき指定児童発

達支援の単位の施設基準 

通所給付費等単位数表第１の１のイ、ロ又はニを算定する事業所で

あって、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

看護職員を３以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が９名以上である

こと。 

 

○放課後等デイサービス事業所 

通所給付費等単位数表第３の１の放課後等デイサービス給付費の注９の

厚生労働大臣が定める施設基準 

イ 通所給付費等単位数表第３の１の注９のイを算定すべき指定放課後

等デイサービスの単位の施設基準 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 通所給付費等単位数表第３の１のイ又はロを算定する事業所であ

って、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数

に加え、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下

同じ。)を１以上配置し、別表の各項目に規定する状態のいずれかに該

当する利用者の数が１名以上であること。 

(2) 通所給付費等単位数表第３の１のハを算定する事業所であって、放

課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

看護職員を１以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が５名以上である

こと。 

ロ 通所給付費等単位数表第３の１の注９のロを算定すべき指定放課後

等デイサービスの単位の施設基準 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 

(1) 通所給付費等単位数表第３の１のイ又ロを算定する事業所であっ

て、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、看護職員を２以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、

それぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が５名以上で

あること。 

(2) 通所給付費等単位数表第３の１のハを算定する事業所であって、放

課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、
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看護職員を２以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が９名以上である

こと。 

ハ 通所給付費等単位数表第３の１の注９のハを算定すべき指定放課後

等デイサービスの単位の施設基準 

通所給付費等単位数表第３の１のイ又はロを算定する事業所であっ

て、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に

加え、看護職員を３以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、

それぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が９名以上で

あること。 

 

別表 

 判定スコア（スコア） 

  (１) レスピレーター管理 ＝８ 

  (２) 気管内挿管、気管切開 ＝ ８ 

  (３) 鼻咽頭エアウェイ ＝ ５ 

  (４) 酸素吸入 ＝ ５ 

   (５) １回／時間以上の頻回の吸引 ＝ ８ 

６回／日以上の頻回の吸引)   ＝ ３ 

  (６) ネブライザー６回／日以上または継続使用 ＝ ３ 

   (７) ＩＶＨ ＝ ８ 

   (８) 経管（経鼻・胃ろう含む） ＝ ５ 

  (９) 腸ろう・腸管栄養 ＝ ８ 

  (10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう･腸管栄養時) ＝ ３ 

  (11) 継続する透析(腹膜灌流を含む） ＝８ 

  (12) 定期導尿（３／日以上） ＝ ５ 

   (13) 人工肛門 ＝ ５
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別紙３ 

指導員加配加算の見直し等について 

 

 

現行 見直し後 

○指導員加配加算 

１．児童発達支援 

常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対す

る支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、児童発達支

援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員、

保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指導

員(以下「児童指導員等」という。)又は指導員(当該別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指導員を除く。以下において同

じ。)を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た

指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除き、イを算

定する場合にあっては、児童指導員等を２以上配置している場合

に限る。)において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定

員に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、重症心身障害児に対して支援を行う場合は、算定し

ない。 

 

● 児童発達支援センターの場合 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童指導員等加配加算（Ⅰ） 

１．児童発達支援 

常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対す

る支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、児童発達支

援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは別に厚生労働大臣が定

める基準に適合する専門職員(（以下「理学療法士等」という。）

又は児童指導員若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する者(以下「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当

該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下にお

いて同じ。)を１以上配置しているものとして都道府県知事に届

け出た指定児童発達支援事業所(ニ(1)及び二(2)を算定する場合

にあっては、児童指導員等を２以上配置している場合に限る。)

において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、

１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

イ 主として障害児(難聴児又は重症心身障害児を除く。)を通わ

せる児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発

達支援を行った場合(ロ又はハに該当する場合を除く。) 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が30人以下の場合         70単位 

(二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合    60単位 

(三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合    46単位 

(四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合    38単位 

(五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合    32単位 

(六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合    28単位 
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(七) 利用定員が 81人以上の場合          25単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 30人以下の場合          52単位 

(二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合    44単位 

(三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合       34単位 

(四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合       28単位 

(五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合       24単位 

(六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合       21単位 

(七) 利用定員が 81人以上の場合                18単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 30人以下の場合                30単位 

(二) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合       26単位 

(三) 利用定員が 41人以上 50人以下の場合       20単位 

(四) 利用定員が 51人以上 60人以下の場合       17単位 

(五) 利用定員が 61人以上 70人以下の場合       14単位 

(六) 利用定員が 71人以上 80人以下の場合       12単位 

(七) 利用定員が 81人以上の場合                11単位 

ロ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて

難聴児に対し指定児童発達支援を行った場合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 20人以下の場合               105単位 

(二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合       84単位 

(三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合       60単位 

(四) 利用定員が 41人以上の場合                46単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 20人以下の場合                77単位 

(二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合       62単位 

(三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合       44単位 

(四) 利用定員が 41人以上の場合                34単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が20人以下の場合                 45単位 

(二) 利用定員が 21人以上 30人以下の場合        36単位 

(三) 利用定員が 31人以上 40人以下の場合        26単位 

(四) 利用定員が41人以上の場合                 10単位 
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● 児童発達支援センター以外で障害児（重症心身障害児を除

く）を支援する場合 

 

 

 

 

イ 児童指導員等を配置する場合 

(1) 利用定員が 10人以下の場合              195単位 

(2) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合        130単位 

(3) 利用定員が 21人以上の場合               78単位 

ロ 指導員を配置する場合 

(1) 利用定員が 10人以下の場合              183単位 

(2) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合        122単位 

(3) 利用定員が 21人以上の場合               73単位 

 

● 児童発達支援センター以外で重症心身障害児を支援する場

合 

  （新設） 

 

 

 

ハ 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援センター

において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場

合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 20人以下の場合               105単位 

(二) 利用定員が 21人以上の場合                84単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が20人以下の場合                 77単位 

(二) 利用定員が21人以上の場合                 62単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 20人以下の場合                45単位 

(二) 利用定員が 21人以上の場合                36単位 

 

ニ 児童発達支援センター以外で障害児（重症心身障害児を除

く）を支援する場合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              209単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     139単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               84単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              155単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     103単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               62単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合               91単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合      61単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               36単位 

 

ホ 児童発達支援センター以外で重症心身障害児を支援する場

合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   418単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   348単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   299単位 
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２．放課後等デイサービス 

常時見守りが必要な就学児等への支援や就学児等の保護者に

対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、放課後

等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

児童指導員、保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適

合する者(以下「児童指導員等」という。)又はその他の従業者(当

該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。以下同

じ。)を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た

指定放課後等デイサービス事業所(イを算定する場合にあって

は、児童指導員等を２以上配置している場合に限る。)において、

指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、重

症心身障害児に対して支援を行う場合は、算定しない。重症心身

(四) 利用定員が 8人の場合                   261単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   232単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                  209単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合              139単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   309単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   258単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   221単位 

(四) 利用定員が 8人の場合                   193単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   172単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                  155単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合              103単位 

(3)その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   182単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   152単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   130単位 

(四) 利用定員が 8人の場合                   114単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   101単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                   91単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合               61単位 

 

２．放課後等デイサービス 

常時見守りが必要な就学児等への支援や就学児等の保護者に

対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、放課後

等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは別に厚生

労働大臣が定める基準に適合する専門職員(以下「理学療法士等」

という。）又は児童指導員若しくは別に厚生労働大臣が定める基

準に適合する者(以下「児童指導員等」という。)又はその他の従

業者(当該別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者を除く。

以下同じ。)を１以上配置しているものとして都道府県知事に届

け出た指定放課後等デイサービス事業所(イ(1)又はイ(2)を算定

する場合にあっては、児童指導員等を２以上配置している場合に

限る。)において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、
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障害児に対して支援を行う場合は、算定しない。 

 

● 障害児（重症心身障害児を除く）を支援する場合 

 

 

 

 

 

イ 児童指導員等を配置する場合 

(1) 利用定員が 10人以下の場合                  195単位 

(2) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合         130単位 

(3) 利用定員が 21人以上の場合                   78単位 

ロ その他の従業者を配置する場合 

(1) 利用定員が 10人以下の場合               183単位 

(2) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合         122単位 

(3) 利用定員が 21人以上の場合                73単位 

 

● 重症心身障害児を支援する場合 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用定員に応じ、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加

算する。 

イ 障害児（重症心身障害児を除く）を支援する場合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              209単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     139単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               84単位 

 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              155単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     103単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               62単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合               91単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合      61単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               36単位 

 

ロ 重症心身障害児を支援する場合 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   418単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   348単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   299単位 

(四) 利用定員が 8人の場合                   261単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   232単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                  209単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合              139単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   309単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   258単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   221単位 

(四) 利用定員が 8人の場合                   193単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   172単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                  155単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合              103単位 
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３．福祉型障害児入所施設 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 5人の場合                   182単位 

(二) 利用定員が 6人の場合                   152単位 

(三) 利用定員が 7人の場合                   130単位 

(四) 利用定員が 8人の場合                   114単位 

(五) 利用定員が 9人の場合                   101単位 

(六) 利用定員が 10人の場合                   91単位 

(七) 利用定員が 11人以上の場合               61単位 

 

３．福祉型障害児入所施設 

常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対す

る支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、指定入所基

準に定める員数の従業者に加え、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士、保育士若しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合す

る専門職員（以下「理学療法士等」という。）又は児童指導員若

しくは別に厚生労働大臣が定める基準に適合する者(以下「児童

指導員等」という。）を１以上配置しているものとして都道府県

知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支

援を行った場合に、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。 

 

イ 理学療法士等を配置する場合 

(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が 10人以下の場合               151単位 

(二) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      101単位 

(三) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       61単位 

(四) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合       43単位 

(五) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       34単位 

(六) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       28単位 

(七) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       23単位 

(八) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合       20単位 

(九) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合       18単位 

(十) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合      16単位 

(十一) 入所定員が 101人以上 120人以下の場合   14単位 
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(十二) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合   12単位 

(十三) 入所定員が 131人以上 150人以下の場合   11単位 

(十四) 入所定員が 151人以上 180人以下の場合    9単位 

(十五) 入所定員が 181人以上の場合              8単位 

(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が 40人以下の場合                38単位 

(二) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       34単位 

(三) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       28単位 

(四) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       23単位 

(五) 入所定員が 71人以上の場合                20単位 

(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う

場合 

(一) 入所定員が 5人以上 10人以下の場合       151単位 

(二) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      101単位 

(三) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       61単位 

(四) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合       43単位 

(五) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       34単位 

(六) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       28単位 

(七) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       23単位 

(八) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合       20単位 

(九) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合       18単位 

(十) 入所定員が 91人以上の場合                16単位 

(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場

合 

(一) 入所定員が 50人以下の場合                30単位 

(二) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       28単位 

(三) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       23単位 

(四) 入所定員が 71人以上の場合                20単位 

ロ 児童指導員等を配置する場合 

(1) 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が 10人以下の場合               112単位 

(二) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合       75単位 

(三) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       45単位 

(四) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合       32単位 
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(五) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       25単位 

(六) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       20単位 

(七) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       17単位 

(八) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合       15単位 

(九) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合       13単位 

(十) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合      12単位 

(十一) 入所定員が 101人以上 120人以下の場合   10単位 

(十二) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合    9単位 

(十三) 入所定員が 131人以上 150人以下の場合    8単位 

(十四) 入所定員が 151人以上 180人以下の場合    7単位 

(十五) 入所定員が 181人以上の場合              6単位 

(2) 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

(一) 入所定員が 40人以下の場合                28単位 

(二) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       25単位 

(三) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       20単位 

(四) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       17単位 

(五) 入所定員が 71人以上の場合                15単位 

(3) 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行う

場合 

(一) 入所定員が 5人以上 10人以下の場合       112単位 

(二) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合       75単位 

(三) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       45単位 

(四) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合       32単位 

(五) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合       25単位 

(六) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       20単位 

(七) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       17単位 

(八) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合       15単位 

(九) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合       13単位 

(十) 入所定員が 91人以上の場合                12単位 

(4) 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場

合 

(一) 入所定員が 50人以下の場合                22単位 

(二) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合       20単位 

(三) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合       17単位 
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 （新設） 

(四) 入所定員が 71人以上の場合                15単位 

 

○児童指導員等加配加算（Ⅱ） 

１．児童発達支援 

主に未就学児を支援する指定児童発達支援事業所であって常

時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支

援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、児童発達支援給

付費の算定に必要となる従業者の員数及び児童指導員等加配加

算（Ⅰ）に加え、理学療法士等又は児童指導員等又はその他の従

業者を１以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た

指定児童発達支援事業所((1)又は(2)を算定する場合にあって

は、児童指導員等を２以上配置している場合に限る。)において、

指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、１日につき

次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別支援計

画未作成減算を算定している場合は、加算しない。 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              209単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     139単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               84単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              155単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     103単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               62単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合               91単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合      61単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               36単位 

 

２．放課後等デイサービス 

区分１の１及び１の２を算定する障害児に対して支援を行う

指定放課後等デイサービス事業所であって常時見守りが必要な

障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行

う等支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算

定に必要となる従業者の員数及び児童指導員等加配加算（Ⅰ）に
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加え、理学療法士等又は児童指導員等又はその他の従業者を１以

上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後

等デイサービス事業所((1)又は(2)を算定する場合にあっては、

児童指導員等を２以上配置している場合に限る。)において、指

定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、１日

につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別

支援計画未作成減算を算定している場合は、加算しない。 

(1) 理学療法士等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              209単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     139単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               84単位 

(2) 児童指導員等を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合              155単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合     103単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               62単位 

(3) その他の従業者を配置する場合 

(一) 利用定員が 10人以下の場合               91単位 

(二) 利用定員が 11人以上 20人以下の場合      61単位 

(三) 利用定員が 21人以上の場合               36単位 

     ※ 休業日（区分１）も上記と同様に加算。 
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別紙４ 

 

看護師配置加算の見直しについて 

 

現行 見直し後 

○看護師配置加算 

指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護師を１以上配置

しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入

所施設において、指定入所支援を行った場合に、１日につき次に掲

げる単位数を所定単位数に加算する。 

 

 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が10人以下の場合          141単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      70単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合      47単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      38単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      28単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      25単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      23単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      20単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合      14単位 

(11) 入所定員が 101人以上 110人以下の場合     13単位 

(12) 入所定員が 111人以上 120人以下の場合     12単位 

(13) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合     11単位 

(14) 入所定員が 131人以上 140人以下の場合     10単位 

(15) 入所定員が 141人以上 160人以下の場合      9単位 

(16) 入所定員が 161人以上 170人以下の場合      8単位 

(17) 入所定員が 171人以上 190人以下の場合      7単位 

(18) 入所定員が191人以上の場合           6単位 

○看護職員配置加算（Ⅰ） 

指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員（保健師、

助産師、看護師又は准看護師）を１以上配置しているものとして都

道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入

所支援を行った場合に、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。 

 

イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が10人以下の場合          141単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      70単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合      47単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      38単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      28単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      25単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      23単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      20単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合      14単位 

(11) 入所定員が 101人以上 110人以下の場合     13単位 

(12) 入所定員が 111人以上 120人以下の場合     12単位 

(13) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合     11単位 

(14) 入所定員が 131人以上 140人以下の場合     10単位 

(15) 入所定員が 141人以上 160人以下の場合      9単位 

(16) 入所定員が 161人以上 170人以下の場合      8単位 

(17) 入所定員が 171人以上 190人以下の場合      7単位 

(18) 入所定員が191人以上の場合           6単位 
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ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場

合 

(１) 入所定員が 5人以上 10人以下の場合      141単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      70単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合      47単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      38単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      28単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      25単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      23単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      20単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が91人以上の場合           14単位 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場

合 

(１) 入所定員が 5人以上 10人以下の場合      141単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合      70単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合      47単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      38単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      28単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      25単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      23単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      20単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が91人以上の場合           14単位 

 

○看護職員配置加算（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道

府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所

支援を行った場合に、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。 

 イ 主として知的障害児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が10人以下の場合          145単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合       96単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       58単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      41単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      32単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      26単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      22単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      19単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が 91人以上 100人以下の場合       15単位 

(11) 入所定員が 101人以上 110人以下の場合      14単位 

(12) 入所定員が 111人以上 120人以下の場合      13単位 

(13) 入所定員が 121人以上 130人以下の場合      12単位 

(14) 入所定員が 131人以上 140人以下の場合       11単位 

(15) 入所定員が 141人以上 160人以下の場合       10単位 
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（新設） 

(16) 入所定員が 161人以上 170人以下の場合         9単位 

(17) 入所定員が 171人以上 190人以下の場合        8単位 

(18) 入所定員が191人以上の場合            7単位 

ロ 主として盲児又はろうあ児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が 5人以上 10人以下の場合      145単位 

(２) 入所定員が 11人以上 20人以下の場合       96単位 

(３) 入所定員が 21人以上 30人以下の場合       58単位 

(４) 入所定員が 31人以上 40人以下の場合      41単位 

(５) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      32単位 

(６) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      26単位 

(７) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      22単位 

(８) 入所定員が 71人以上 80人以下の場合      19単位 

(９) 入所定員が 81人以上 90人以下の場合      17単位 

(10) 入所定員が91人以上の場合            15単位 

ハ 主として自閉症児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が40人以下の場合           36単位 

(２) 入所定員が 41人以上 50人以下の場合      32単位 

(３) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      26単位 

(４) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      22単位 

(５) 入所定員が 71人以上の場合          19単位 

ニ 主として肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 

(１) 入所定員が50人以下の場合           29単位 

(２) 入所定員が 51人以上 60人以下の場合      26単位 

(３) 入所定員が 61人以上 70人以下の場合      22単位 

(４) 入所定員が71人以上の場合           19単位 

 

○別に厚生労働大臣が定める施設基準 

 次の(１)又は(２)はのいずれかに該当すること。 

  (１) 自閉症児施設又は肢体不自由施設であって、指定入所基

準に定める員数の従業者に加え、看護職員を１以上配置し

、別表の各項目に規定する状態であり、それぞれのスコア

を合算し、８点以上である利用者の数が５名以上であるこ

と。 

  (２) 知的障害児施設又は盲児若しくはろうあ児施設であって
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、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を

２以上配置し、別表の各項目に規定する状態であり、それ

ぞれのスコアを合算し、８点以上である利用者の数が５名

以上であること。 

 

別表 

 判定スコア（スコア） 

 (１) レスピレーター管理 ＝ ８ 

 (２) 気管内挿管、気管切開 ＝ ８ 

 (３) 鼻咽頭エアウェイ ＝ ５ 

 (４) 酸素吸入 ＝ ５ 

  (５) １回／時間以上の頻回の吸引 ＝ ８ 

６回／日以上の頻回の吸引)   ＝ ３ 

 (６) ネブライザー６回／日以上または継続使用 ＝ ３ 

  (７) ＩＶＨ ＝ ８ 

  (８) 経管（経鼻・胃ろう含む） ＝ ５ 

 (９) 腸ろう・腸管栄養 ＝ ８ 

 (10) 接続注入ポンプ使用(腸ろう･腸管栄養時) ＝ ３ 

 (11) 継続する透析(腹膜灌流を含む） ＝ ８ 

 (12) 定期導尿（３／日以上） ＝ ５ 

  (13) 人工肛門 ＝ ５ 

 


